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・令和3年10月からの地域別最低賃金額

・雇入時と定期健康診断、対象者は

どこまで？

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

雇入時と定期健康診断、対象者はどこまで？

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容が
不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

定期健康診断・雇入時健康診断ともに、常時使用
する労働者が対象になりますが、下記①及び②の
要件を満たすパート・アルバイトも対象になります。

①1年以上使用される予定である

（一般業務従事者）

②労働時間が同種の業務に従事する労働者の1週
間の所定労働時間数の4分の3以上である

※②の要件を満たさなくても概ね2分の

1以上である者も対象とするのが

望ましいとされています。

医師による健康診断を受け
た後、3か月を経過しない者を
雇い入れる場合、当該健康診
断の結果を証明する書面を提
出したときは、雇入時健康診
断の法定項目で受診済のもの
について、実施しなくても差し
支えありません。

前職で受診した健康診断結
果を提出してもらっている事業
所も多いですが、

実施項目と実施日

をきちんと確認する

ようにしましょう。

まず、所見の有無に関わらず、健康診断結果
を通知しましょう。

異常の所見があると診断された労働者につい
て、就業上の措置について、3か月以内に医師
または歯科医師の意見を聴く必要があります。

また、事業者は医師等の意見を勘案し必要が
ある場合は、①就業場所の変更、②作業の転
換、③労働時間の短縮、④深夜業の回数の減
少等の措置を講ずる必要があります。

なお、健診結果で一定の項目（脳・心臓

疾患に関する項目全て）について異常の

所見があると診断された場合、二次健

康診断と特定保健指導に関する給付

制度が利用できます。５

来月採用予定の内定者が、健康診
断を受診したばかりだと言っていまし
たが、雇入時健診は必要でしょうか。

もうすぐ年に1回の定期健
診を実施予定ですが、パート
職員は対象になりますか。

また雇入時健診も対象者
は同じでしょうか。

健康診断の結果、所見ありと診断
された職員に対して、何か対応する
必要はありますか。

１ ３

令和3年10月からの地域別最低賃金額

２

６

作成日：2021.8.18

４

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の
改定額を取りまとめました。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た
上で、都道府県労働局長の決定により、10月１日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。

引上額28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県、改定額の全国加重平均額は930円となりました。

改定額及び発効予定年月日は以下になります。

都道府県
令和3年度
改定額（円）

令和2年度
最低賃金額（円）

引上げ額（円） 発効予定年月日（※）

北海道 889 861 28 令和3年10月1日

東 京 1,041 1,013 28 令和3年10月1日

京 都 937 909 28 令和3年10月1日

大 阪 992 964 28 令和3年10月1日

兵 庫 928 900 28 令和3年10月1日

奈 良 866 838 28 令和3年10月1日

福 岡 870 842 28 令和3年10月1日

※効力発生日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有

給与計算が始まるまでに時給者だけでなく月給者も含め、従業員の時間当たりの賃金額を把握し、発効日以降の
労働分については最低賃金額を下回らないよう、給与計算をしましょう。


